
 

山梨県感染症指定医療機関運営事業費補助金交付要綱 

 

（通則） 

第１条 この要綱は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成１

０年法律第１１４号。以下「感染症法」という。）第６条第１２項に規定する感染症指

定医療機関の運営に要する費用に対し、感染症法第６０条の規定により補助金を交付す

ることについて、山梨県補助金等交付規則（昭和３８年山梨県規則第２５号。以下「規

則」という。）に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 

（目的） 

第２条 この補助金は、感染症患者に対する良質かつ適切な医療の提供を図ることを目

的とし、これに要する費用について予算の範囲内で補助する。 

 

（補助金対象事業及び補助金額） 

第３条 補助対象となる事業は、感染症指定医療機関が感染症法及び感染症指定医療機関

医療担当規程（平成１１年３月１９日厚生省告示第４２号）の規定により実施する事業

であって、知事が認めたものとする。 

２ 当該事業に係る補助対象経費及び基準額は、「医療施設運営費等補助金及び中毒情報

基盤整備事業費補助金交付要綱」（平成２７年６月２９日厚生労働省発医政０６２９第

３号通知の別添。）によるものとし、補助金の交付額は、次により算定するものとする。 

(1) 別表の第１欄に定める種目ごとに、第２欄に定める基準額と第３欄に定める対象

経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定する。 

(2) (1)により選定された額と総事業費から診療収入額及び寄付金その他の収入を控 

除した額とを比較して少ない方の額を交付額とする。ただし、算出された額に１，０

００円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 

 

（補助金の交付申請） 

第４条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第４条の規定により、感染症指定医療

機関運営事業費補助金交付申請書（様式第１号）を知事が別に定める日までに提出しな

ければならない。 

 

（補助金の交付条件） 

第５条 規則第６条の規定による補助金の交付条件は、次に掲げるものとする。 



(1) 事業等に要する経費の各費目間の配分の変更（それぞれの配分額のいずれか低い 

額の２０％以内の変更を除く。）をする場合には、知事の承認を受けなければならな

い。（様式第２号） 

(2) 事業の内容の変更（補助金の目的の達成に支障をきたさない計画の細部の変更で 

あって、補助金の額の増額を伴わない軽微な変更を除く。）をする場合には、知事の

承認を受けなければならない。（様式第２号） 

(3) 事業を中止し、又は廃止する場合には、知事の承認を受けなければならない。 （様

式第３号） 

(4) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、

速やかに知事に報告してその指示を受けなければならない。  

(5) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても

善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければな

らない。 

(6) 補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書（様式第４号）を

作成するとともに、事業に係る歳入（収入）及び歳出（支出）について証拠書類を整

理し、かつ調書及び証拠書類を補助金の額の確定の日（事業の中止又は廃止の承認を

受けた場合には、その承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保管しておかな

ければならない。ただし、事業により取得し、又は効用の増加した財産がある場合は、

前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は補助金等に係る予算の

執行の適正化に関する法律施行令第１４条第１項第２号の規定により厚生労働大臣

が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならな

い。 

(7) 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び

地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、知事に報告しなければならない。

（様式第５号）なお、知事に報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係

る仕入控除税額の全部又は一部を県に納付させることがある。 

(8) 本補助金の交付と対象経費を重複して、他の補助金等の交付を受けてはならない。 

  

（補助金申請の取り下げ） 

第６条 この補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該

通知を受領した日から２０日以内に申請を取り下げることができる。（様式第６号） 

 

（実績報告） 

第７条 規則第１２条の規定による実績報告書（様式第７号）は、事業完了の日若しくは



廃止の承認を受けた日から起算して１箇月を経過した日、又は交付決定をした年度の翌

年度の４月１０日のいずれか早い期日までに知事に提出するものとする。ただし、知事

が特に必要があると認めたときは、この期日を繰り下げることができる。 

 

（補助金の交付方法） 

第８条 この補助金は、精算払いにより交付するものとする。 

 

（書類の経由） 

第９条  この要綱により提出する書類は、正本１部、副本２部とし、管轄保健福祉事務所

 （保健所・中北保健所峡北支所）を経由しなければならない。 

 

附 則 

この要綱は、平成１２年３月２８日から施行し、平成１１年４月１日から適用する。 

   附 則 

この要綱は、平成１８年１月２６日から施行し、平成１７年４月１日から適用する。 

      附 則 

この要綱は、平成１９年２月１４日から施行し、平成１８年４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成２３年２月８日から施行し、平成２２年４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成２３年１０月１８日から施行し、平成２３年４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成２６年６月２０日から施行し、平成２６年４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成２７年６月２９日から施行し、平成２７年４月１日から適用する。



別表 

 

1.種

目 

2.基準額 3.対象経費 

第 一

種 

感 染

症 指

定 医

療 機

関 

１床当たりの年額４，６２９千

円を限度として知事の認めた

額とする。 

第一種感染症指定医療機関の運営に必要

な次に掲げる経費 

1. 需用費（消耗品費、印刷製本費、光熱

水費、燃料費、修繕費等） 

2. 役務費（通信運搬費、手数料等） 

3. 委託料 

4. 使用料及び賃借料 

5. 材料費 

6. 備品購入費（単価５０万円（民間団体

にあっては３０万円）未満の備品に限

る。） 

第 二

種 

感 染

症 指

定 医

療 機

関 

１床当たりの年額１，５４３千

円を限度として知事の認めた

額とする。 

第二種感染症指定医療機関の運営に必要

な次に掲げる経費 

1. 需用費（消耗品費、印刷製本費、光熱

水費、燃料費、修繕費等） 

2. 役務費（通信運搬費、手数料等） 

3. 委託料 

4. 使用料及び賃借料 

5. 材料費 

6. 備品購入費（単価５０万円（民間団体

にあっては３０万円）未満の備品に限

る。） 

 


